
 

瀬戸 職員 退職手当 関 条例等 一部を改正 条例を 公

 

成 月 日 

瀬戸 長 増 岡 錦 也  

瀬戸 条例第 号 

瀬戸 職員 退職手当 関 条例等 一部を改正 条例 

 瀬戸 職員 退職手当 関 条例 一部改正  

第 条 瀬戸 職員 退職手当 関 条例 昭和 瀬戸 条例第

号 一部を次 う 改正  

次 表 改正前 欄 掲 規定を同表 改正後 欄 掲 規定

線 示 う 改正

改正後 改正前 

長 副 長及び教育長 退職手当  長 副 長及び教育長 退職手当  

第 条 長 副 長及び教育長 退職 場

合 者 対 退職手当 額 第

条 第 条及び第 条 規定 わ

退職 日 者 給料月額 長

副 長又 教育長 以 長等 いう

引 い 在職期間 数を乗 得

額 次 掲 割合を乗 得 額

 

第 条 長 副 長及び教育長 退職 場

合 者 対 退職手当 額 第

条 第 条及び第 条 規定 わ

退職 日 者 給料月額 長

副 長又 教育長 以 長等 いう

引 い 在職期間 数を乗 得

額 次 掲 割合を乗 得 額

 

 長 分   長 分  

 副 長 分   副 長 分  

 教育長 分   教育長 分  

及び  ＜省略＞ 及び  ＜省略＞ 

   附 則    附 則 

 ＜省略＞  ＜省略＞ 

 当分 間 以 期間勤 退職

者 瀬戸 職員 退職手当 関 条例 一

 当分 間 以 以 期間勤

退職 者 瀬戸 職員 退職手当 関



 

部を改正 条例 昭和 瀬戸 条例第

号 以 条例第 号 いう 附則第

項 規定 該当 者を除く 対 退

職手当 基本額 第 条 第 条

規定 計算 額 分

を乗 得 額 場合 い

第 条 第 項中 前条 あ

前条並び 附則第 項  

条例 一部を改正 条例 昭和 瀬戸

条例第 号 以 条例第 号 い

う 附則第 項 規定 該当 者及び傷病

又 死亡 者 都合 退職

者 第 条第 項各号 掲 者を含

次項 い 同 を除く 対 退職

手当 基本額 第 条 第 条

規定 計算 額 分

を乗 得 額  

 当分 間 以 以 期間勤

退職 者 条例第 号附則第 項 規

定 該当 者を除く 第 条第 項 規

定 該当 退職を 対 退職手当

基本額 同項又 第 条 規定

計算 額 前項 定 割合を乗 得 額

 

及び  ＜省略＞ 

 当分 間 期間勤 退職 者

条例第 号附則第 項 規定 該当 者

を除く 第 条 規定 該当 退職を

傷病又 死亡 者 都合

退職 者を除く 対 退職手当

額 者 勤 期間を 前項

規定 例 計算 得 額  

及び  ＜省略＞ 

  

 瀬戸 職員 退職手当 関 条例 一部を改正 条例 一部改

正  

第 条 瀬戸 職員 退職手当 関 条例 一部を改正 条例 昭

和 瀬戸 条例第 号 一部を次 う 改正  

次 表 改正前 欄 掲 規定を同表 改正後 欄 掲 規定

線 示 う 改正  

改正後 改正前 

   附 則 

及び  ＜省略＞ 

 適用日 在職 職員 うち 適用日以後

新条例第 条 第 条 規定 該当

退職を 勤 期間 以

あ 者 対 退職手当 基本額 当分

間 新条例第 条 第 条 規定

計算 額 分 を乗

   附 則 

及び  ＜省略＞ 

 適用日 在職 職員 うち 適用日以後

新条例第 条中傷病 退職 者 係 退

職手当 関 部分 新条例第 条若 く 第

条 規定 該当 退職を 勤

期間 以 以 あ 者 対

退職手当 基本額 新条例第 条 第



 

得 額  

 

 

 

 適用日 在職 職員 うち 適用日以後

新条例第 条第 項 規定 該当 退職を

勤 期間 以 以

あ 者 対 退職手当 基本額 当分

間 同項又 新条例第 条 規定

計算 額 前項 定 割合を乗 得 額

 

条 規定 わ 当分 間 新

条例第 条 第 条 規定 計

算 額 分 を乗

得 額  

 適用日 在職 職員 うち 適用日以後

新条例第 条中傷病 退職 者 係 退

職手当 関 部分 規定 該当 退職を

勤 期間 あ 者 対

退職手当 基本額 新条例第 条第 項

及び第 条 規定 わ 当分

間 者 勤 期間を 前項 規

定 例 計算 得 額  

 適用日 在職 職員 うち 適用日以後

新条例第 条 規定 該当 退職を

勤 期間 を超え 者 対

退職手当 基本額 当分 間 者 勤

期間を 附則第 項 規定 例

計算 得 額  

 

 ＜省略＞ 

 適用日 在職 職員 うち 適用日以後

新条例第 条 規定 該当 退職を

勤 期間 を超え 者 対

退職手当 基本額 新条例第 条 第 条

規定 わ 当分 間

者 勤 期間を 附則第 項 規定

例 計算 得 額  

 ＜省略＞ 

  

第 条 瀬戸 職員 退職手当 関 条例 一部を改正 条例 成

瀬戸 条例第 号 一部を次 う 改正  

次 表 改正前 欄 掲 規定を同表 改正後 欄 掲 規定

線 示 う 改正  

改正後 改正前 

   附 則 

 ＜省略＞ 

 当分 間 を超え 期間 退

職 者 瀬戸 職員 退職手当 関 条例

第 条第 項 規定 該当 退職を

対 退職手当 基本額 同項 規定

わ 者 同条例第 条 規定 該当

退職を 者 勤

   附 則 

 ＜省略＞ 

 当分 間 を超え 期間 退

職 者 瀬戸 職員 退職手当 関 条例

第 条第 項 規定 該当 退職を 者

対 退職手当 基本額 同項 規定

わ 者 同条例第 条 規定 該当

退職を 者 勤 期



 

期間を 同条例附則第 項 規定

例 計算 得 額  

 ＜省略＞ 

間を 同条例附則第 項 規定 例

計算 得 額  

 ＜省略＞ 

  

第 条 瀬戸 職員 退職手当 関 条例 一部を改正 条例 成

瀬戸 条例第 号 一部を次 う 改正

次 表 改正前 欄 掲 規定を同表 改正後 欄 掲 規定

線 示 う 改正  

改正後 改正前 

   附 則 

 経過措置  

第 条 職員 新制度適用職員 職員 あ

者 条例 施行 日 以 施行日

いう 以後 退職 条例

改正後 瀬戸 職員 退職手当 関

条例 以 新条例 いう 規定

退職手当 支給を受 者をいう

以 同 退職 場合 い

者 成 月 日 現 退職 理

由 同一 理由 退職

者 同日 勤 期間及び同日

給料月額を基礎 条例 改

正前 瀬戸 職員 退職手当 関 条例 以

旧条例 いう 第 条 第 条

第 条及び附則第 項 第 項

附則第 条 規定 改正前 瀬戸 職員

退職手当 関 条例 一部を改正 条例

昭和 瀬戸 条例第 号 以 条

及び次条 い 条例第 号 いう

附則第 項 第 項 並び 附則第 条

規定 改正前 瀬戸 職員 退職手当 関

条例 一部を改正 条例 成 瀬

戸 条例第 号 以 条及び次条 い

条例第 号 いう 附則第 項

   附 則 

 経過措置  

第 条 職員 新制度適用職員 職員 あ

者 条例 施行 日 以 施行日

いう 以後 退職 条例

改正後 瀬戸 職員 退職手当 関

条例 以 新条例 いう 規定

退職手当 支給を受 者をいう

以 同 退職 場合 い

者 成 月 日 現 退職 理

由 同一 理由 退職

者 同日 勤 期間及び同日

給料月額を基礎 条例 改

正前 瀬戸 職員 退職手当 関 条例 以

旧条例 いう 第 条 第 条

第 条及び附則第 項 第 項

附則第 条 規定 改正前 瀬戸 職員

退職手当 関 条例 一部を改正 条例

昭和 瀬戸 条例第 号 以 条

及び次条 い 条例第 号 いう

附則第 項 第 項 並び 附則第 条

規定 改正前 瀬戸 職員 退職手当 関

条例 一部を改正 条例 成 瀬

戸 条例第 号 以 条及び次条 い

条例第 号 いう 附則第 項



 

規定 計算 額 当該勤 期間

又 者 あ 傷病若 く 死亡

者 都合 又 公務

い傷病 退職 あ 者

旧条例第 条 規定 該当 退職を

者 当該勤 期間を

旧条例附則第 項 規定 例

計算 得 額 分

当該勤 期間 以 者 以

者 傷病又 死亡 者 都合

退職 及び 以 以

者 公務 い傷病 退職

を除く あ 分 を乗

得 額 新条例第 条 第 条

第 条 第 条 及び附則第

項 第 項 附則第 条 附則第

条 附則第 条 規定 改正後 条例第

号附則第 項 第 項 並び 条例第

号附則第 項 規定 計算 退職手

当 額 以 新条例等退職手当額 い

う 多い 規定

わ 多い額を 者 支給 べ

規定 退職手当 額  

 ＜省略＞ 

規定 計算 退職手当 額 新条例第

条 第 条 第 条 第

条 及び附則第 項 第 項 附

則第 条 附則第 条 附則第 条 規定

改正後 条例第 号附則第 項 第 項

並び 附則第 条 規定 改正後 条

例第 号附則第 項 規定 計算

退職手当 額 以 新条例等退職手当額

いう 多い 規定

わ 多い額を 者 支給

べ 規定 退職手当 額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜省略＞ 

  

   附 則 

施行期日  

 条例 成 月 日 施行  

 経過措置  

 第 条 規定 改正後 瀬戸 職員 退職手当 関 条例 以

項及び次項 い 新退職手当条例 いう 第 条 規

定 適用 い 新退職手当条例第 条第 項第 号中

分 あ 成 月 日 成 月



 

日 間 い 分 成 月 日

成 月 日 間 い 分

同項第 号中 分 あ 成 月 日

成 月 日 間 い 分

成 月 日 成 月 日 間 い

分 同項第 号中 分 あ

成 月 日 成 月 日 間 い

分 成 月 日 成 月 日

間 い 分  

 新退職手当条例附則第 項 新退職手当条例附則第 項及び第 条

規定 改正後 瀬戸 職員 退職手当 関 条例 一部を改正

条例附則第 項 い 例 場合を含 及び第 項

規定 適用 い 新退職手当条例附則第 項中 分

あ 成 月 日 成 月 日

間 い 分 成 月 日 成

月 日 間 い 分  

 第 条 規定 改正後 瀬戸 職員 退職手当 関 条例 一

部を改正 条例附則第 項 同条例附則第 項 い 例

場合を含 及び第 項 規定 適用 い 同条例附則第 項

中 分 あ 成 月 日 成

月 日 間 い 分 成 月

日 成 月 日 間 い 分

 

 第 条 規定 改正後 瀬戸 職員 退職手当 関 条例 一

部を改正 条例附則第 条第 項 規定 適用 い 同項中



 

分 あ 成 月 日 成

月 日 間 い 分 成 月

日 成 月 日 間 い 分

 


